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○徳之島町飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例施行規則 

平成26年１月15日規則第１号 

改正 

令和３年４月１日規則第７号 

徳之島町飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、徳之島町飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例（平成25年条例第43

号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（登録申請） 

第２条 条例第６条第１項の規定により飼い猫の登録をしようとする者は、登録申請書（第１

号様式）を町長に提出しなければならない。 

（マイクロチップの埋込みの処置及びその個体識別の届出） 

第３条 条例第６条第４項の規定により、飼い猫の登録を行った者は、30日以内にマイクロチ

ップの埋込みの処置及びその個体識別番号の届出を行わなければならない。 

（鑑札の再交付申請） 

第４条 条例第８条の規定により鑑札の再交付を受けようとする者は、鑑札の再交付申請書

（第２号様式）を町長に提出しなければならない。 

（登録の変更及び抹消届出） 

第５条 条例第９条第１項の規定により飼い猫の登録の変更又は抹消の手続を行おうとする者

は、飼い猫登録変更届（第３号様式）、飼い猫登録抹消届（第４号様式）を町長に提出しな

ければならない。 

２ 町長は、条例第９条第２項の規定により、飼い主が前項の規定による飼い猫の登録抹消の

届出を行った場合には、遅滞なく飼い猫の登録を別に定める台帳から削除するものとする。 

（マイクロチップの埋込み） 

第６条 条例第６条第４項のマイクロチップは、国際標準化機構が定めた規格第11784号及び

第11785号に適合するものでなければならない。 

（多頭飼養に係る許可の申請） 

第７条 条例第15条第２項の規定による多頭飼養に係る許可の申請は、登録申請書〔第１号様

式（その２）〕を提出して行うものとする。 

２ 町長は、前項の申請に対しては、当該申請者の飼育に係る資力、能力、環境等を厳正に審

査する。 

３ 町長は、申請者に対して聴聞をすることができる。申請者は、町長からの聴聞に誠実に応

対しなければならない。 

４ 町長は、申請者が猫を多頭飼養することに対して許可する場合には、その旨を登録し、飼

い主に飼い猫の鑑札を交付するものとする。 

（譲渡のあっせんの申込み） 

第８条 条例第18条第１項の規定による譲渡のあっせんの申込みは、飼い猫登録抹消届（第４

号様式）を提出して行うものとする。 

（猫の保護収容に係る公示） 

第９条 町長は、条例第20条第２項の規定により飼い主の判明しない猫を保護収容したときは、

当該猫の特徴、保護収容した日時、場所その他必要な事項を７日間公示するものとする。 

（保護収容された猫の返還にかかる条件） 
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第10条 条例第20条第３項の規定による保護収容された猫の返還に係る条件は次に掲げるもの

とする。 

(１) 条例第６条に定める飼い猫の登録及び明示を行うこと。 

(２) 条例第13条に定める飼い猫の逸走の防止を行うこと。 

(３) 条例第22条第１項に定める費用を負担すること。 

（猫の譲渡） 

第11条 条例第20条第３項の規定による保護収容された猫の譲渡に係る条件は譲渡誓約書〔第

５号様式及び第５号様式（その２）〕に定めるものとする。 

２ 前項の条件を満たし、猫の譲渡を受けようとする者は、町長に譲渡誓約書〔第５号様式及

び第５号様式（その２）〕を提出しなければならない。 

（補則） 

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年４月１日規則第７号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
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第１号様式（飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例第６条関係） 
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第１号様式（その２）（飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例第15条関係） 
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第２号様式（飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例第８条関係） 
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第３号様式（飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例第９条関係） 

 



8/10 

第４号様式（飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例第９条関係） 
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第５号様式（飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例第20条関係） 
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第５号様式（その２）（飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例第20条関係） 

 


